
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：令和４年１１月１５日（火）  ８：２１～８：２６ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：寺 田 稔 国務大臣（総務大臣） 

齋 藤   健 国務大臣（法務大臣） 

林 芳 正 国務大臣（外務大臣） 

鈴 木 俊 一 国務大臣（財務大臣、内閣府特命担当大臣） 

永 岡 桂 子 国務大臣（文部科学大臣） 

加 藤 勝 信 国務大臣（厚生労働大臣） 

野 村 哲 郎 国務大臣（農林水産大臣） 

斉 藤 鉄 夫 国務大臣（国土交通大臣） 

浜 田 靖 一 国務大臣（防衛大臣） 

松 野 博 一 国務大臣（内閣官房長官） 

河 野 太 郎 国務大臣（デジタル大臣、内閣府特命担当大臣） 

秋 葉 賢 也 国務大臣（復興大臣） 

谷   公 一 国務大臣（国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣） 

小 倉 將 信 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

後 藤 茂 之 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

高 市 早 苗 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

岡 田 直 樹 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

欠 席 者：岸 田 文 雄 内閣総理大臣 

西 村 康 稔 国務大臣（経済産業大臣、内閣府特命担当大臣） 

西 村 明 宏 国務大臣（環境大臣、内閣府特命担当大臣） 

陪 席 者：木 原 誠 二 内閣官房副長官 

栗 生 俊 一 内閣官房副長官 

近 藤 正 春 内閣法制局長官 

欠 席 者：磯 﨑 仁 彦 内閣官房副長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

○一般案件      ２件 

○国会提出案件    ３件 

○公布（法律）    ９件 

○政令        ２件 

○人事        ４件 

○配布        １件 

いずれも、案件表のとおり、決定、了解等となった。 
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議事内容： 

○松野国務大臣：ただ今から、閣議を開催いたします。

まず、閣議案件について、木原副長官から御説明申し上げます。

○木原内閣官房副長官：一般案件等について、申し上げます。まず、「ニカラグア国」

及び「クウェート国」駐日特命全権大使の接受について、御決定をお願いいたしま

す。本件は、１７日、信任状捧呈の予定であります。

次に、信・解任状に認証を仰ぐことについて、御決定をお願いいたします。本件

は、「スイス国」及び「リヒテンシュタイン国」駐箚特命全権大使の異動に伴い、交

付すべき信任状及び解任状であります。

次に、質問主意書に対する答弁書３件について、お手元の資料のとおり、御決定

をお願いいたします。

次に、法律の公布について、御決定をお願いいたします。「地方公共団体の議会の

議員及び長の選挙期日等の臨時特例法」外８件が、１１日の参議院本会議において、

可決成立したものであります。

次に、政令２件について、御決定をお願いいたします。まず、「地方公共団体の議

会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例法施行令」は、令和５年４月に実施される

統一地方選挙に関し、選挙人名簿の登録日の特例等を定めるものであります。

次に、「建設業法施行令の一部改正令」は、近年の工事費の上昇を踏まえ、特定建

設業の許可を必要とする建設工事の下請代金額の引上げ等を行うものであります。 
次に、人事案件について、申し上げます。まず、林外務大臣が、アジア太平洋経

済協力閣僚会議出席等のため、明日から１８日まで、海外出張されますので、御了

解をお願いいたします。また、同大臣外４名に同会議日本政府代表等を、命ずるこ

とについて、御決定をお願いいたします。

次に、スペイン国駐箚大使平松賢司を願いに依り免ずることについて、御決定を

お願いいたします。

次に、桑島偉倫外１１８名の叙位又は叙勲について、御決定をお願いいたします。 
○松野国務大臣：次に、内閣総理大臣臨時代理たる私から海外出張不在中の臨時代理

について、申し上げます。林大臣は、海外出張いたしますが、その出張不在中、内

閣官房長官を、外務大臣の臨時代理に指定します。

これをもちまして、閣議を終了いたします。

引き続き、閣僚懇談会を開催いたします。

御発言はございますか。

無いようですので、以上をもちまして、閣僚懇談会を終了いたします。
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令和４年 

11月 15日 

◎ 一 般案 件

   ☆ ニカラ グ ア国 特 命全 権 大使 サ ンデ ィ ・ア ナ ベル ・

ダビラ ・ サン ド バル 外 １名 の 接受 に つい て

（決定 ）              （ 外 務省 ）

〃 ☆ スイス 国 及び リ ヒテ ン シュ タ イン 国 駐箚 特 命全 権

大使藤 山 美典 に 交付 す べき 信 任状 及 び前 任 特命 全

権大使 白 石興 二 郎の 解 任状 に つき 認 証を 仰 ぐこ と

につい て （決 定 ）           （ 同上 ）

◎ 国会 提 出案 件

1.参 議 院議 員 浜田 聡 （Ｎ 党 ）提 出 文部 科 学省 が

医 学 部、 歯 学部 、 薬学 部 、看 護 学部 を 設置 す

る 大 学に 対 し、 Ｈ ＰＶ ワ クチ ン や新 型 コロ ナ

ウ イ ルス に 係る ワ クチ ン 接種 に 反対 す る団 体

を 招 いて 授 業を 行 うよ う 要請 し てい る こと に

関 す る質 問 に対 す る答 弁 書に つ いて （ 決定 ）

 （ 文部 科 学省 ） 

   ○ 1.衆 議 院議 員 阿部 知 子（ 立 憲） 提 出「 家 事使 用

人 」 が労 働 基準 法 の適 用 外で あ るこ と に関 す

る 質 問に 対 する 答 弁書 に つい て （決 定 ）

 （ 厚生 労 働省 ） 

1.参 議 院議 員 神谷 宗 幣（ 無 所属 ） 提出 新 型コ ロ

ナ ウ イル ス 感染 拡 大対 策 で「 屋 外で の マス ク

着 用 は不 要 」原 則 を周 知 する こ とに 関 する 質

問 に 対す る 答弁 書 につ い て（ 決 定） （ 同上 ）

◎ 公布 （ 法律 ）

1. 地 方 公共 団 体の 議 会の 議 員及 び 長の 選 挙期 日

等 の 臨時 特 例に 関 する 法 律（ 決 定）

   ☆ 1. 最 高 裁判 所 裁判 官 国民 審 査法 の 一部 を 改正 す

る 法 律（ 決 定） 

（ 火 ）閣 議 案 件

資 料
な し

資 料
な し

資 料
あ り  

〔 別 添 〕
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1. 一 般 職の 職 員の 給 与に 関 する 法 律等 の 一部 を

改 正 する 法 律（ 決 定）

1. 特 別 職の 職 員の 給 与に 関 する 法 律の 一 部を 改

正 す る法 律 （決 定 ）

1. ガ ス 事業 法 及び 独 立行 政 法人 エ ネル ギ ー・ 金

属 鉱 物資 源 機構 法 の一 部 を改 正 する 法 律

（ 決 定）

1. 防 衛 省の 職 員の 給 与等 に 関す る 法律 の 一部 を

改 正 する 法 律（ 決 定）

1. 競 馬 法の 一 部を 改 正す る 法律 （ 決定 ）

1. 港 湾 法の 一 部を 改 正す る 法律 （ 決定 ）

1. 国 会 議員 の 秘書 の 給与 等 に関 す る法 律 の一 部

を 改 正す る 法律 （ 決定 ）

◎ 政 令 

○ 地 方公 共 団体 の 議会 の 議員 及 び長 の 選挙 期 日等 の

臨時特 例 に関 す る法 律 施行 令 （決 定 ）（ 総 務省 ）

〃 ○ 建設業 法 施行 令 の一 部 を改 正 する 政 令（ 決 定）

 （ 国土 交 通省 ） 

      ◎ 人  事 

   ☆ 外 務大 臣 林  芳 正の 海 外出 張 につ い て（ 了 解） 

   ○ 外 務大 臣 林  芳 正外 ４ 名に 第 ３３ 回 アジ ア 太平 洋 

 経 済協 力 閣僚 会 議日 本 政府 代 表等 を 命ず る こと に 

 つ いて （ 決定 ） 

〃 〇 特 命全 権 大使 平 松賢 司 を願 に 依り 免 ずる こ とに つ 

 い て（ 決 定） 

〃 ☆ 休 職国 土 交通 技 官桑 島 偉倫 外 １１ ８ 名の 叙 位又 は

叙 勲に つ いて （ 決定 ）

◎ 配 布 

☆ 熊本市 長 選挙 結 果調 （ 総 務省 ） 

〔 ○ 署名 あ り ☆ 署名 な し〕

資 料
な し
資 料
あ り

資 料
あ り
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